
� はじめに

近年，都市圏とそれ以外の地域において，高等

教育，交通基盤，医療，生活水準等の格差が広が

りを増している。しかし，内閣府の県民経済計算

による一人当たり所得金額は，居住地の違いで大

きな開きが見られない（１）。

地方公共団体は，自治財政権を有しており必要

な財源確保のために地方税等を徴収している。現

在，地方公共団体の歳入は，９９８，４２９億円であり，

その内，地方税は３４４，６０８億円（うち，個人住民

税１１６，２３９億円）である（２）。

国と地方公共団体は，少子高齢化社会による生

産人口の減少期に突入し，一層厳しい財政状況に

陥ると予想されるので，速やかな財政の健全化に

向けた取り組みを各種強化している。例えば，人

件費の削減，公有財産の売却・貸付，行政サービ

スの縮小・民営化・廃止，税・使用料の収納率向

上等を行うことで，歳出削減と歳入確保に奔走し

ている。しかし，地方公共団体は，単独での努力

に限界がある。

今日，地方公共団体の役割が改めて問われるよ

うになり，地方公共団体は，地域の特色を生かし

つつ住民負担と選択に基づき各々の地域に相応し

い公共サービスを提供する必要がある。その活動

に充てる財源として，ふるさと納税による寄付金

が考えられる。

本稿は，ふるさと納税制度の役割，課題，現状

を踏まえて，さらに，地方公共団体の予算との関
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係から，寄付金を地域の活性化に繋げることにつ

いて考察する。

� 新たな寄付金制度

１ ふるさと納税制度の成立

ふるさと納税の構想は，２００６（平成１８）年１０月，

福井県知事西川一誠による故郷寄附金控除に端を

発する。地方で育ち都会で働き，老後は地方に戻

るという人の循環を踏まえて，地方が子供を育む

ために費やしたコストを回収する手段はないかと

いう問題意識から，ふるさとに寄付を行った場合，

それに見合う控除を受けることができる制度を提

案したのである。その後，ふるさと納税の議論

は，２００７（平成１９）年５月１日に菅義偉総務大臣

（当時）が外遊先のパリで同行記者団に，ふるさ

とで生まれ，育ち，都会に出ても自分の意思でふ

るさとに納税できる制度があっても良いのではな

いかという問題提起から，住民税の一部をふるさ

とに寄付する構想を明らかにしたことを直接の

きっかけとする。この議論は，ふるさと納税とい

うネーミングの絶妙さと多くの人々の共感を得た

ことでメディアでも頻繁に取上げられた。

そして，同年６月１日に総務省は早々に研究会

を立ち上げ，制度の実現に向けた検討を始めた。

また，当時の閣内からも賛意を示す大臣が見られ，

税制を所管する財務省の事務次官までも一定の理

解を示すなど，実現に向けて追い風が吹くことに

なる。それから，同年１０月５日に研究会は『ふる

さと納税研究会報告書』（以下「報告書」という。）

をまとめた。報告書の内容は，そのまま地方税法

等改正案に盛り込まれ翌年の通常国会に提出さ

れ，２００８（平成２０）年４月３０日に成立し，平成２０

年度税制改正においてふるさと納税が導入された

（表１，表２）。これは，ふるさとに対する思い

を税制上で後押しするという観点からできたもの

である（３）。ふるさと納税にかかる部分は，２００９（平

成２１）年４月１日施行であるが，２００８（平成２０）

年１月１日以降に支出された寄付金から適用され

ることとなった。現在，ふるさと納税は全国１，７８８

の地方公共団体で受付けている（４）。

２ ふるさと納税制度の役割

地方公共団体は，将来を担う子供たちに多額の

行政コストをかけて育んでいるのに，そのコスト

を税として回収する前に都市圏へ子供たちが流出

表１ ふるさと納税件数上位５府県 （単位：件）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

第１位 宮崎県 ４，５７９ 岩手県 ６，１４４ 鳥取県 ３，２１８ 鳥取県 ２４，１９８

第２位 神奈川県 １，４６０ 福島県 ４，２８０ 岩手県 ３，２０１ 長野県 ３，４７０

第３位 沖縄県 １，３６８ 鹿児島県 ８４２ 福島県 １，８１８ 岩手県 １，９３５

第４位 千葉県 １，１０２ 鳥取県 ７２９ 熊本県 ９０６ 熊本県 １，８５２

第５位 鹿児島県 ８３０ 大阪府 ６９７ 鹿児島県 ８４７ 福島県 １，３５２

（出典）ふるさと納税情報センター情報発信サイト「全国の受付状況」より作成。
http : //info.pref.fukui.lg.jp/furusatonouzei/２１０_result/index.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

表２ ふるさと納税実績額 （単位：円）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

実績額 ９５４，８２７，８５９ １，６６４，０７５，９４９ １，１７１，０７１，６０１ １，１８９，５７３，１９１

（出典）ふるさと納税情報センター情報発信サイト「全国の受付状況」より作成。
http : //info.pref.fukui.lg.jp/furusatonouzei/２１０_result/index.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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する。生まれてから高校卒業までの１８年間で教育

費用として１人当たり１，６００万～１，７００万円費やす

ことになる。すなわち，都市圏は地方の人材と財

源を使いながら経済活動を行っているのである。

そこで，ふるさと納税の構想が持ち上がった当

初，この制度は主として都市と地方との税収格差

を是正する一環として位置づけられていた。その

ため，国と地方の税収割合を一対一にするために

は，三位一体改革に伴う３兆円の税源移譲によっ

て税収割合が５．５：４．５にまでなったが，さらに，

最低５兆円の税源移譲が望まれた。しかし，個人

住民税の１割までと控除の上限が設けられたの

で（５），期待できる効果額は，最大でも１．１兆円に

留まる（６）。これは，仮に個人住民税の納税者全員

がふるさと納税を行った時の効果である。実

際，２０１４（平成２６）年３月末における全国都道府

県のふるさと納税は，受入件数４３，４５３件，金額１１

億８，９５７万３，１９１円である（７）。この寄付金額は，都

道府県一団体あたり約２，３００万円であり，地域間

格差是正への影響力はない（図１）（８）。

図１ 平成２４年度都道府県歳入 （単位：千円）

（出典）総務省「平成２４年度地方財政統計年報」。
http : //www.soumu.go.jp/iken/zaisei/toukei２４.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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ふるさと納税の都道府県における実績について

は，福井県が事務局として運営しているふるさと

納税情報センターにおいて情報を提供している。

しかし，ふるさと納税による寄付金控除に伴う減

収額のデータは入手困難である。

ふるさと納税は，我々（寄付者）の任意による

行為（寄付）である以上，多少なりの財源移転の

効果は見られるものの，地方公共団体の財政規模

に比べて小さいものである（表３，表４）。結果と

して，ふるさと納税制度の趣旨・目的から税収格

差の是正が外されたのは，当然の成り行きである。

我々には誰にでもふるさとがあり，ふるさとの

発展のために何らかの貢献をしたいと思っている。

特に，地方から都市へ出て暮らす者にとっては，

より強い気持ちである。そのため，ふるさと納税

研究会は，「国民が『ふるさと』の大切さを再認

識することに役立つという意義が重要」（９）である

としている。さらに，ふるさと納税制度は，租税

に対する意識改革に繋がることになる。

したがって，ふるさと納税制度の根底には次の

ような意義が内包されている（１０）。第一は，寄付者

自身が寄付先を選択することによる寄付意識の浸

透である。第二は，ふるさとの再認識である。第

三は，自治意識の進化である。

３ ふるさと納税制度の課題

ふるさと納税制度は，国民の大きな関心を呼んで

成立したが，制度について以下の課題が指摘できる。

第一は，ふるさと納税という表現の誤りである。

寄付者のふるさとへの強い思いと，税と寄付とい

う性質の異なるものを混同したことにより生じた

ものである。税とは，租税法律主義の下で国・地

方公共団体が公権力を持って強制的に負担を課す

ものであり，例えば，住民税は応益負担や負担分

任などと言われる。また，条例の効力のおよぶ範

囲との関係からも，住所地以外への課税権を認め

ることはできないのである。一方，寄付とは，寄

付者の自己犠牲あるいは自由意思の下で，自己の

目的達成あるいは自己実現のために反対給付を期

待しない善意行為である。

表３ 県予算とふるさと納税額の対比 （単位：千円）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

徳島県

当初予算
４４２，２５８，０００ ４５０，９３１，０００ ４２３，８５８，０００ ４５６，１３３，０００ ４６２，０７５，０００

ふるさと

納税額
２６，２３７ ３１，２８８ ３３，３２３ ５４，６５７ ４３，２７１

（出典）ふるさと納税情報センター情報発信サイト「全国の受付状況」，徳島県「予算」より作成。
http : //info.pref.fukui.jp/furusatonouzei/katsudou/katsudou-top２.html
http : //www.pref.tokushima.jp/zokusei/yosan/
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

表４ 市予算とふるさと納税額の対比 （単位：千円）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

徳島県

当初予算
８９，８７８，９９３ ９０，４３０，９３２ ９５，９８５，２１１ ９３，９４９，２４３ ９４，６２４，６５６

ふるさと

納税額
１，１０９ ３，０２９ １，３３１ １，１５５ １，３４０

（出典）徳島市「寄附金はどう使われるの？」，徳島県「徳島県内市町村の財政状況」より作成。
http : //www.city.tokushima.tokushima.jp/furusato/gaiyo０３.html
http : //www.pref.tokushima.jp/docs/2005051100042/
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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したがって，寄付者の意思により寄付先を任意

に選べる仕組みは租税の強制性と相容れないので，

納税という表現よりも寄付と改めるべきである。

しかし，「控除付きの寄付が，選択納税の役割を

果たす，という意味でも，ふるさと『納税』は誤

用でなく，性格の一端をあらわしていると考える

べき」（１１）との意見もある。

第二は，寄付金控除を受けるためには，確定申

告を行うことである。確定申告に馴染みの薄いサ

ラリーマンにとっては，面倒を被るだけなのでふ

るさと納税の利用を敬遠する一つの要因として考

えられる。そのため，年末調整で寄付金控除に対

応できるようにすべきである。

第三は，ふるさと納税制度に当初の地方公共団

体間における税収格差の是正効果が期待できない

とわかっているのにも係わらず，「制度の導入自

体を見直すのではなく，はじめに導入ありきでそ

の趣旨・目的のほうを置き換えて議論を進めたこ

と」（１２）である。つまり，ふるさと納税が，何のた

めのふるさと納税なのかということをいま一度考

え直して本質的な解決策を考えるべきである。

第四は，ますますふるさと納税が盛んになるこ

とで，地方公共団体は，我々の関心を惹きつける

ような魅力的な政策を打ち出す（表５）。すると，

地方公共団体間の競争が高まりをみせるようにな

り，結果としてふるさとの活性化が図れるのであ

れば，そのこと自体は好ましい（１３）。しかし，地方

公共団体にできることには限りがある。例えば，

パンフレット，PR活動，お礼品等に注ぎこめる

予算も人員も財政状況の厳しい地方公共団体では

足りない。そのため，寄付を集めるために多くの

経費がかかること，そして，地方公共団体間の競

争を煽るような動きは，ふるさと納税の趣旨・目

的の妥当性を改めて問われることになる。

それでも，一定のふるさと納税の土壌が整うこ

とが前提である。なぜなら「地方自治体の間で，

ふるさと納税は割に合わないといった冷めた見方

が広まり，果ては制度そのものが縮小していった

のでは元も子もない」（１４）からである。このことを

無視して地方公共団体間の競争を煽ることになれ

ば，当然，地方公共団体間の格差だけが広がる結

果を招くことになる（１５）。

� ふるさと納税制度の徳島県・徳島市での取り

組み

地域に貢献したいと考える人，ボランティア活

動などを通じて地域を応援したいと考える人がま

すます増えている（１６）。ふるさと納税制度が始まっ

て６年が経過し，この間，各地方公共団体は，寄

付を多く受けるためにふるさとの魅力を高めよう

と様々な工夫・取り組みを行っている。例えば，

寄付者へのお礼状，寄付金の使途を指定できる寄

付メニュー，寄付の利便性向上のためのクレジッ

ト決済，特産品の贈呈等といったものである（表

６，表７）。その結果，ふるさと納税は地方公共

表５ 徳島県平成２６年度当初予算活用事業 （単位：千円）

事業費 寄附金充当額

①豊かな自然を守り継承する事業 ３５，０４０ ５，０００

②多様な文化を継承発展させる事業 ５５，３６９ １４，１７１

③個性的な産業を振興発展させる事業 １５，５００ ３，０００

④次代を担う人材を守り育てる事業 １９，６００ ７，０００

⑤地域を活性化させる事業 ５５，４００ １２，０００

⑥様々な魅力を発信する事業 ５，０００ ２，０００

（出典）徳島県「平成２６年度当初予算の概要」より作成。
http : //www.pref.tokushima.jp/docs/２０１４０３１１００１０１/
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

ふるさと納税の新しい公共への活用
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表６ 徳島県ふるさと納税の特典

（出典）徳島県「ふるさと“OURとくしま”応援サイト」。
http : //www.pref.tokushima.jp/docs/２０１０１２２７０００９０/
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

川村 基

―２８― RIMIS SU，No．２０，２０１４



表７ 徳島市ふるさと応援寄付金の特典

ご寄附いただいた皆さまには，市長からお礼状をお送りさせていただきますとともに，感謝の気持ちといたしま

して，次のものを進呈いたします。

寄附の金額 特典

５千円以上 １「心おどる水都・とくしま ふるさと応援寄附金招待券」（ペア）

「阿波おどり会館１階 『あるでよ徳島』１０％割引券」

３万円以上 １「心おどる水都・とくしま ふるさと応援寄附金招待券」（ペア）

「阿波おどり会館１階 『あるでよ徳島』１０％割引券」

２（一つ選択） A 特産品詰め合わせセット

B 地酒セット

C 阿波しじら織セット

D 銘菓セット

E 阿波おどり観覧券（ペア）

（６月中に納付の方限定）

１０万円以上 １「心おどる水都・とくしま ふるさと応援寄附金招待券」（ペア）

「阿波おどり会館１階 『あるでよ徳島』１０％割引券」

２上記「２ A～E」から３つお選びいただけます。

（同じものを複数お選びいただくこともできます。）

・ ※注 お一人様，年間（４月１日から翌年３月３１日まで）で１回とさせていただきます。
さらに，いつも応援していただいてくださる皆さまに特別な感謝を込めて…

ご寄附の回数が３回
に達した方
（その後は３回毎）

長寿スダチ（８～９月頃に送付予定）

（出典）徳島市「ご寄附いただいた皆さまに感謝の気持ちを…」。
http : //www.city.tokushima.tokushima.jp/furusato/gaiyo０４.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

表８ 四国４県のふるさと納税実績額 （単位：円）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

徳島県 ２６，２３７，０００ ３１，２８８，００１ ３３，３２３，７０２ ５４，６５７，０００ ４３，２７１，０００

高知県 ９，６７４，４８７ １３，３４０，９７５ １１，７３３，６７２ ２８，９４７，９８６ １６，９０１，７３７

愛媛県 ９，０７２，７２４ ６，２１５，０００ ３，３８２，９００ ５，００６，０００ ５，０５２，２３０

香川県 ５，４６４，５００ ７，９８９，０００ ７，５６８，０００ ４，５６９，０００ ３，７０４，０００

（出典）ふるさと納税情報センター情報発信サイト「全国の受付状況」より作成。
http : //info.pref.fukui.lg.jp/furusatonouzei/210_result/index.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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団体側の取り組み方（自己宣伝，寄付金活用）で

成果（寄付金額，寄付件数）が大きく左右される

ことになる（表８，図２）。

ふるさと納税制度が如何に我々（寄付者）側の

視点から高評価な制度であったとしても，それを

運用するのはそれぞれの寄付先の地方公共団体で

ある。ふるさと納税制度を利用する者は，自身の

寄付金がどのような使われ方をしたのかについて

関心を強く持っている。そのため，寄付を受けた

地方公共団体は，寄付者の庶幾に応えるためにふ

るさと納税による資金がどのような事業に使われ，

どのような成果が期待されるのかを説明（開示）

することになる（表９，表１０）。多くの地方公共

団体が，寄付金の使途を選択できるようにした上

で，使途を明確にした基金の設置や政策メニュー

の提示，事後的な寄付金の使途状況の報告等につ

図２ 四国４県のふるさと納税件数の推移 （単位：件）

（出典）ふるさと納税情報センター情報発信サイト「全国の受付状況」より作成。
http : //info.pref.fukui.lg.jp/furusatonouzei/２１０_result/index.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

表９ 徳島県ふるさと納税メニュー事業実績

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

①豊かな自然を守り継承する事業 ３３ ２，４９６ ２４ １，９８５ ３５ １，７９７

②多様な文化を継承発展させる事業 ２６ ６，５３７ ２１ ５，７３０ ２１ ６，３２５

③個性的な産業を振興発展させる事業 １４ ４１１ １４ ３１０ １６ ６０９

④次代を担う人材を守り育てる事業 ２５ ３，３４２ ２５ ５，２８０ ２１ １，８３４

⑤地域を活性化させる事業 ２３ ２，１３８ １７ ８７０ １３ １０，７６４

⑥様々な魅力を発信する事業 １５ ３６６ １３ ５３３ １１ ８０

⑦知事おまかせメニュー １２７ １８，０３３ １１８ ３９，９４４ １３５ ２１，８５９

（出典）徳島県「ふるさと“OURとくしま”応援サイト【寄附金の受付状況】」より作成。
http : //www.pref.tokushima.jp/docs/２０１０１２２１００１７３/
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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いて随時情報提供をホームページなどで行ってい

る。ただし，これは法令で規制すべき性質のもの

ではないので，各地方公共団体の取り組みに任さ

れている。

Ⅳ ふるさと納税を予算に充てる

１ 地方公共団体の予算の意義

予算制度は財政民主主義の要請の下，納税者の

意思に沿った権力の行使を保障するシステムとし

て発展した。

予算は一会計年度における収支の予定的な総額

計算であり，種類・目的・性質に応じて体系的，

かつ，組織的に集計編纂した見積書であるため，

当該地方公共団体の会計年度内における収支の内

容，事務事業の概要，その方向性が財政的な側面

から明らかになる。また，予算は，一定期間内の

計画という意味では，個人，企業と大差ないとの

考えもありうるが，「①予定された諸活動を将来

正確に実現しようという意思が組みこまれており，

行政権者はその実行義務を負うこと，②私的企業

における余剰創出原則とは異なり，収支均衡への

志向が存すること，③一定の時間的間隔を置いて

規則的に作成される」（１７）こと等，独自の特徴を有

する。つまり，予算とは，「一定期間における国

や地方公共団体の財政計画すなわち収入・支出と

債務負担行為の見積り及びその執行準則を規定し

たもので，法規に準じた形式で議会の承認を受け

たもの」（１８）である（１９）。

そして，地方公共団体の事務及びこれらに附帯

する事務を行うために，予算の機能を十分に果た

すことができるよう予算原則が打ち立てられてお

り，１）総計予算主義の原則（２０），２）会計年度独

立の原則（２１），３）予算限定の原則（２２），の３点に

大別される。

２ 地方公共団体の会計年度

地方公共団体の行政や財政の活動，事務処理等

は予算に基づき分断されることなく継続して行わ

れる。しかし，こうした各種の活動に計画性や合

理性を持たせるとともに，その活動の成果等の検

証が行えるよう一定の期間を単位として設定し，

その期間の収入・支出を区分して経理することが

合理的である。そこで，会計年度とは，「地方公

共団体の収入，支出等を区分して，その関係や会

計経理を明確にするために設けられた一定の期間

をいい，地方公共団体の財務事務の基本となる予

算が，原則としてその効力を保有し，存続する期

間（有効期間）を意味する」（２３）ものである。

地方公共団体の会計年度は，４月１日に始まり，

翌年３月３１日に終わる（２４）。この期間内における地

方公共団体の歳出は，その年度内の歳入をもって，

これに充てなければならない（２５）。それぞれの会計

年度に支出する経費の財源は，その年度における

収入によって支弁しなければならないということ

は，ある会計年度に属する収入および支出は，他

会計年度にわたって処理することができないとい

うことであり，このような建前を会計年度独立の

表１０ 徳島市のふるさと納税事業実績 （単位：千円）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

にぎわいの都市づくり ２５４ １９０ ３００ ３２０

しあわせの生活づくり ０ ９１ ６５ ５５

ぬくもりの社会づくり ２，０６０ ６０ ６０ ７５

かがやきの人づくり ２００ ６０ ０ ０

市長におまかせ！ ５１５ ９３０ ７３０ ８９０

（出典）徳島市「寄附金はどう使われるの？」より作成。
http : //www.city.tokushima.tokushima.jp/furusato/gaiyo０３.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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原則という。

３ 会計年度独立の原則

地方公共団体の各会計年度における歳入とは一

会計期間における一切の収入であり，歳出とは一

会計期間における一切の支出である（『地方自治

法』第２０８条２項）。この原則を会計年度独立の原

則という。また，この原則に基づき「毎会計年度

の歳出予算の経費の金額は，これを翌年度におい

て使用することができない」（２６）ことになる。

会計年度独立の原則は，一定期間を画して地方

公共団体の収入と支出との均衡を計り，金銭の受

払の関係を整理するために設けられたものである

ことから，当然に導き出されるものである。

Ⅴ おわりに

ふるさと納税制度は，国，地方公共団体の課税

権に基づき強制的に徴収される税という形ではな

く，「未来志向でふるさとを考える人々」（２７）による

真摯な思いに依存する制度である。こうした寄付

文化を進展させることは，個人と社会の関わり合

いを作り変え，地域の活性化を期待できる第一歩

に繋がることになる。

現代社会において，特定の地域や特定の人々の

ニーズに応える公共サービスの提供が求められて

いる。このような状況の中で，「『新しい公共』を

通じて，住民に依拠した自治体のあり方が問われ

ている。」（２８）それゆえに，「これからの地方公共団

体は，地域のさまざまな力を結集し，『新しい公

共空間』を形成するための戦略本部」（２９）としての

役割が求められる。

しかし，地方公共団体は，公平・平等を理念と

してサービスを提供するので柔軟に迅速な対応で

ニーズに応えることが難しい。さらに，行政だけ

では住民の複雑化，多様化，高度化するニーズに

応えることが困難になってきた。そこで，行政に

代わる活躍が期待できる担い手として，市民活動

（市民，ボランティア，特定非営利活動法人等）

による新しい公共が挙げられる（３０）。新しい公共は，

地方公共団体と住民とが共に担い手を創りだすこ

とに重点が置かれる。

今日，特定非営利活動法人は約５万法人まで増

えており，公共サービスの提供を担うという意識

が人々に根付いてきた（表１１）。これまで行政が

主として提供してきた公共サービスも各地域にお

いて住民団体をはじめ特定非営利活動法人等多様

な経済主体が提供する多元的な仕組みになる。そ

こで，こうした活動の支援が必要である。市民活

動は大・小さまざまな規模であり，活動資金の獲

得もまちまちな状態である。それを，ふるさと納

税制度の導入によって支援することができる�。

けれども，ふるさと納税を地方公共団体の予算

に組み込むと，新しい公共活動の支援に際して活

用しにくいと考える。予算は地方公共団体の会計

年度内における歳出をその年度内の歳入をもって，

これに充てることになるので，他会計年度にわ

たって処理することができない。また，前記（表

３），（表４）で見たように，地方公共団体の予算

に占めるふるさと納税額は，極々微細である。そ

のため，予算から除いても地方公共団体への影響

は，ほぼないものと考えられる。

そこで，ふるさと納税による寄付金を予算に組

み込まないことで，ふるさとへの貢献を思う寄付

者の要望に沿う公共サービスへと資金を充てるこ

とができる。しかも，地方公共団体がふるさと納

税を充当して行う事業と特定非営利活動法人の活

動分野が似たものも含まれていると考えられる。

すなわち，ふるさと納税を地方公共団体の予算に

充てずに新しい公共へ回すことで，重複する分野

において行政がサービスを提供する必要はなくな

る（表１２，表１３）。したがって，ふるさと納税に

よる寄付金は，地方公共団体の予算として処理せ

ずに，特定非営利活動法人等の活動を寄付によっ

て促進させることで，微細な住民ニーズにまで応

えられるようになり，官民協働による地域活性化

の取り組みとして十分な成果をもたらすことが期

待できる。

川村 基
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表１１ NPO法人の認証数の推移

年度 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

認証法人数 ２３ １，７２４ ３，８００ ６，５９６ １０，６６４ １６，１６０ ２１，２８０

年度 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年

認証法人数 ２６，３９４ ３１，１１５ ３４，３６９ ３７，１９２ ３９，７３２ ４２，３８５ ４５，１３９

年度 平成２４年 平成２５年
平成２６年度

９月末現在

認証法人数 ４７，５４１ ４８，９８３ ４９，４６０

（出典）内閣府 NPOホームページ「NPOを知ろう（統計情報）」。
https : //www.npo-homepage.go.jp/about/npodata/kihon_１.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

表１２ 特定非営利活動法人の活動分野について（平成２６年９月３０日現在） （単位：法人）

第１号 保健，医療又は福祉の増進を図る活動 ２８，９０６

第２号 社会教育の推進を図る活動 ２３，４７０

第３号 まちづくりの推進を図る活動 ２１，６００

第４号 観光の振興を図る活動 １，８４７

第５号 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 １，５６１

第６号 学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 １７，０００

第７号 環境の保全を図る活動 １３，７７４

第８号 災害救援活動 ４，０３４

第９号 地域安全活動 ５，７１９

第１０号 人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動 ８，０９９

第１１号 国際協力の活動 ９，８１３

第１２号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ４，３７９

ふるさと納税の新しい公共への活用
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第１３号 子どもの健全育成を図る活動 ２１，３８１

第１４号 情報化社会の発展を図る活動 ５，６９９

第１５号 科学技術の振興を図る活動 ２，９７７

第１６号 経済活動の活性化を図る活動 ８，５６９

第１７号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 １２，２１０

第１８号 消費者の保護を図る活動 ３，０５７

第１９号
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡，

助言又は援助の活動
２２，４００

第２０号
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は

指定都市の条例で定める活動
１３６

（出典）内閣府 NPOホームページ「NPO法人の申請受理数・認証数」。
https : //www.npo-homepage.go.jp/portalsite/bunyabetsu_ninshou.html

（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

表１３ ふるさと納税による事業メニューの例

（１）豊かな自然を守り継承する事業

（２）多様な文化を継承発展させる事業

（３）個性的な産業を振興発展させる事業

（４）次代を担う人材を守り育てる事業

（５）地域を活性化させる事業

（６）様々な魅力を発信する事業

（７）にぎわいの都市づくり

（８）しあわせの生活づくり

（９）ぬくもりの社会づくり

（１０）かがやきの人づくり

（出典）徳島県「ふるさと“OURとくしま”応援サイト【寄附金の受付状況】」，
徳島市「寄附金はどう使われるの？」より作成。
http : //www.pref.tokushima.jp/docs/２０１０１２２１００１７３/
http : //www.city.tokushima.tokushima.jp/furusato/gaiyo０３.html
（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）
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（註）
（１）内閣府「県民経済計算」。

http : //www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/kenmin/

kenmin_top.html（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（２）総務省「平成２４年度地方公共団体普通会計決算の概

要」。

http : //www.soumu.go.jp/main_content/０００２６１４４６．

pdf（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（３）ふるさと納税の対象となるふるさととすべき地方団

体は限定せず，納税者の意思に委ねることにする（報
告書 pp．７‐８．参照）。

（４）みんなの知識ちょっと便利帳「全国都道府県別市区

町村数一覧」。

http : //www.benricho.org/chimei/kazu_all.html

（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（５）総務省は，限度額を２割に引き上げる方向で検討し
ている（「旬刊タックスニュース」『旬刊税務会計』

１９９０号２０１４）。

（６）総務省「３地方財源の状況」によれば，平成２３年度
個人住民税額約１１兆１，８３８億円。

http : //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/

chihou/２５data/２０１３data/２５czb０１‐０３.html

（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（７）ふるさと納税情報センター情報発信サイト「全国の

受付状況」。

http://info.pref.fukui.lg.jp/furusatonouzei/２１０_result/

h２５_pref.html（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（８）日本経済新聞「税収偏在『是正できぬ』」２００７（平成

１９）年７月５日７面１４版。

―――「寄付金優遇税制を拡充」２００７（平成１９）年９

月５日１面１４版。

（９）総務省「ふるさと納税研究会報告書」p．３．

http : / /www . soumu .go . jp /main_ sosiki / kenkyu /

furusato_tax/pdf/houkokusyo.pdf

（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（１０）同上 pp．１‐３．

（１１）菅原敏夫「『新しい公共』の政策課題―『新しい公共』

の原理と民主党政策―」

『自治総研』第３９８号 ２０１１ p．８２．

（１２）加藤慶一「ふるさと納税の現状と課題―九州におけ

る現地調査を踏まえて―」

『レファレンス』第６０巻第２号 ２０１０ p．１２９．

（１３）時事通信社「福島県市町村」『地方行政』第１０５２２号

２０１４ p．１４．

（１４）前掲註１２ p．１３０．

（１５）時事通信社「六団体」『地方行政』第１０５１０号 ２０１４

p．２０．

（１６）時事通信社「一家言」『地方行政』第１０４９８号 ２０１４

p．９．

（１７）滝野欣弥編『財務（１）新地方自治法講座⑧』ぎょ

うせい １９９８ p．３．

（１８）同上 p．２．

（１９）『地方自治法』第２１５条。

（２０）同上 第２１０条 一会計年度における一切の収入及び

支出は，すべてこれを歳入歳出予算に編入しなけれ
ばならない（ここでの収入とは，地方公共団体の各
般の需要を満たすための支払いの財源となるべき現

金の収納をいうのである）。

（２１）予算を単一の見積表にあらゆる歳入歳出を包含させ，
また，予算の調整も年一回にすることが望ましいと
する原則である。これは，総計予算主義の原則と相
互補完的な原則である。

（２２）予算は，拘束力を財政運営に対して有するが，これ
は，①質的限定，②量的限定，③時間的限定，とい
う三つの側面をもつ。これらのうち③の時間的限定

を特に会計年度独立の原則と呼ぶのである。

（２３）松本英昭『要説地方自治法〔第四次改訂版〕―新地

方自治制度の全容―』ぎょうせい ２００５ p．３９５．

（２４）前掲註１９ 第２０８条。

（２５）同上 第２０８条第２項。

（２６）同上 第２２０条第３項。

（２７）前掲註９ p．２．

（２８）松井真理子「自治体における『新しい公共』をめぐ

る NPOの現状と課題」 p．４．

http : //www.geocities.jp/ssk２１ww/ronbun-matsui２.
pdf（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（２９）総務省「『地方公共団体における行政改革の推進のた

めの新たな指針』の策定」p．１．

http : //www.soumu.go.jp/iken/pdf/１００５１２_１.pdf

（最終閲覧日２０１４年１２月１８日）

（３０）「『新しい公共』とは，人を支えるという役割を，『官』
と言われる人たちだけが担うのではなく，教育や子
育て，街づくり，防犯や防災，医療や福祉などに地
域でかかわっておられる方々一人ひとりにも参加い

ただき，それを社会全体として応援しようという新
しい価値観」である（首相官邸「鳩山総理の演説・

記者会見等」）。

神奈川県大和市「大和市新しい公共を創造する市民活

動条例」第２条「市民，市民活動，事業者及び市が
協働して創出し，共に担う公共をいう。」

（３１）新潟県十日町市，東京都新宿区・杉並区，奈良県大
和郡山市，佐賀県が NPO法人等への活動支援をふる
さと納税で行っている。
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